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第５回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

 

平成２８年１１月３０日提出 

Ⅰ 件数 ３５件  

【内訳】議案 ３４件（条例関係１５件、予算関係 １１件、その他８件） 
    報告  １件 
 
Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫  

議案第157号 南相馬市表彰条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

市表彰候補者の欠格条項を照会する際に、根拠を明確にする必要があるため、必要

な改正を行うもの。 

【主な内容】 

１ 改正内容 

  市表彰の候補者のうち、本籍が本市以外にある者の欠格に係る照会については、

当該市町村の戸籍担当課へ照会することとなるが、このときに照会根拠を明確にす

る必要があることから、条例に欠格条項を加えるもの。 

（欠格条項） 

第３条 次のいずれかに該当する者は、表彰しない。 

   ①破産者で復権を得ない者 

   ②禁錮以上の刑に処され、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けるま 

での者 

   ③その他表彰することが適当できないと認められる者 

２ 施行日 公布の日 

議案第158号 

南相馬市議会議員及び南相馬市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例制定につい

て 

【趣旨】 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動費用に関する公費負担の限度額が引

き上げられたため、必要な改正を行うもの。 

【主な内容】 

１ 改正概要 

（１） 経過 

公職選挙法施行令に規定する公営単価については、人件費、物価変動等を考慮

し、３年に一度の参議院通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うこととして
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いる。 

今回の見直しは、消費税増税額（５％→８％）を踏まえて、選挙運動用自動車

の使用等に要する経費に係る限度額の引上げがされた。 

 

（２）改正内容 

① 選挙運動用自動車の使用に関する公営の限度額（第１条関係） 

区分 改正後 改正前 

一般運送契約 

（タクシー等） 

自動車借入 

（１日につき） 
変更なし ６４，５００円 

一般運送契約以

外の契約 

自動車借入 

（１日につき） 
１５，８００円 １５，３００円 

燃料代 

（１日につき） 
７，５６０円 ７，３５０円 

運転手 

（１日につき） 
変更なし １２，５００円 

 

② 選挙運動用ポスターの作成に関する公営の限度額（第２条関係） 

区分 改正後 改正前 

印刷費（１枚当たり） ３９３円８０銭 ３８２円８６銭 

企画費 ２３２，８７５円 ２２６，４０７円 

 

③ 選挙運動用ビラの作成に関する公営の限度額】（第３条関係） 

区分 改正後 改正前 

印刷費（１枚当たり） ７円５１銭 ７円３０銭 

 

２ 施行日 公布の日 

 

３ 適用区分 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降その期日を告示され

る選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第159号 
南相馬市行政嘱託員設置に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

【趣旨】 

鹿島区南右田行政区の区域を北右田行政区の区域に編入するため、必要な改正を行

うもの。 

【主な内容】 

１ 改正概要 

（１）現状・協議経過 

・南右田行政区は、東日本大震災により行政区の区域が災害危険区域に指定さ

れている。 

・震災前７０世帯あった世帯が現在２世帯となっている。 

・行政区の総会において、平成２９年３月をもって解散することが確認された。 

・南右田行政区からの行政区解散の申出により、南右田行政区に隣接する北右

田行政区との協議の結果、北右田行政区に再編するもの。 

 

（２）改正内容（別表関係） 

改正後 改正前 

行政区名 区 域 行政区名 区 域 

北右田 北右田及び南右田 
北右田 北右田 

南右田 南右田 

 

２ 施行日 平成２９年４月１日 

 

 

議案第160号 
南相馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

【趣旨】 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、介護休暇の分割取得等を加

えるため、並びに不妊治療休暇を新設するため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

（１）地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴う条例改正 

   平成２８年福島県人事委員会勧告に準じて、①介護休暇の分割取得、②介護時

間の新設、③育児休業等に係る子の範囲の拡大について制度化するもの。 
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区 分 内  容 

①介護休暇の分割取得 

・職員の申出に基づき、任命権者が、当該職員が介護休

暇を請求できる期間を指定 

・指定期間は、要介護者が介護を必要とする１の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を

超えない範囲内で指定 

・給与は無給 

②介護時間の新設 

・日常的な介護ニーズに対応するため、職員が介護のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合、連

続する３年以下、１日につき２時間以下で、勤務しな

いことができる。 

・給与は無給 

③育児休業等に係る子

の範囲の拡大 

育児休業等の対象となる子の範囲の拡大 

・職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子 

・里親である職員に委託されており、かつ、当該職員が

養子縁組によって養親となることを希望している子 

 

（２）不妊治療休暇の新設 

  近年の晩婚化や出産時の女性の年齢が上昇していることに伴い、不妊治療を受け

る夫婦が増加していることから、仕事と不妊治療の両立ができるよう新たに不妊治

療休暇を整備するもの。 

【不妊治療休暇の内容】 

区 分 内 容 

取得期間 １回の申請につき６月以内 

取得単位 １日又は１時間 

給  料 無給 

 

２ 施行日 平成２９年１月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
傍聴者用資料 

5 

議案第161号 

 

議案第162号 

 

議案第163号 

 

議案第164号 

南相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

南相馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

【趣旨】 

  平成２８年福島県人事委員会勧告に準じて、一般職員等の給与等について見直し

を行うため、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正内容 

（１）福島県人事委員会による勧告内容 

   ①平成２８年４月の公民較差に基づく給与改定 

   ・民間給与との較差（０．０５％）を埋めるため、初任給を中心に、若年層の

給料月額を引上げ 

   ・特別給（期末・勤勉手当）を０．１月分引上げ、民間の支給状況等を踏まえ

勤勉手当に配分 

   ②扶養手当額の見直し 

   ・人事院勧告の内容を踏まえた配偶者に係る扶養手当額の見直し 

   ・配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額

を引上げ（平成２９年４月以降段階的に実施） 

 

（２）条例改正内容 

  ① 月例給 

    若年層の給料月額を引上げ改定 

・行政職給料表（一）（平均改定率０．０６％引上げ） 

級 １ ２ ３ ４～７ 

改定率（％） ０．４ ０．３ ０．０７ 改定なし 

    ・医療職給料表、技能労務職給料表（平均改定率０．０６％引上げ） 

    ・実施時期 平成２８年４月１日 
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  ② 勤勉手当 

    年間支給月数を０．１月分引上げ（対象：一般職員、任期付職員） 

 区 分  ６月期 １２月期 合計 

28年度 

期末手当 
1.225月 

（支給済） 

1.325月 

（改定なし） 

2.55月 

（改定なし） 

勤勉手当 
0.8月 

（支給済） 

0.9月 

（現行0.8月） 

1.7月 

（現行1.6月） 

29年度以降 
期末手当 1.225月 1.325月 2.55月 

勤勉手当 0.85月 0.85月 1.7月 

 

年間支給月数を０．０５月分引上げ（対象：再任用職員） 

 区 分 ６月期 １２月期 合計 

28年度 

期末手当 
0.65月 

（支給済） 

0.75月 

（改定なし） 

1.4月 

（改定なし） 

勤勉手当 
0.375月 

（支給済） 

0.425月 

（現行0.375月） 

0.8月 

（現行0.75月） 

29年度以降 
期末手当 0.65月 0.75月 1.4月 

勤勉手当 0.4月 0.4月 0.8月 

 

   ③ 期末手当（対象：特別職、議会議員、特定任期付職員） 

    年間支給月数を０．1月分引上げ 

 区 分  ６月期 １２月期 合計 

28年度 期末手当 
1.525月 

（支給済） 

1.675月 

（現行1.575月） 

3.2月 

（現行3.1月） 

29年度以降 期末手当 1.6月 1.6月 3.2月 

・実施時期 平成２８年１２月１日 

 

   ④ 扶養手当 

配偶者に係る扶養手当の見直しとして、配偶者に係る扶養手当の手当額を他

の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引き上げるもの。 

・配偶者及び父母等：6,500円、子：10,000円 

・平成３１年度以降、部次長級（行6級）の職員には、子以外の扶養親族に係

る手当を3,500円支給する。 

   ・平成３２年度以降、部長級（行７級）の職員には、子以外の扶養親族に係る

手当を支給しない。 

   ・配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当額を段階的に引下げる。 
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   【各年度における扶養手当の額】 

 

扶養親族 
年 度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度以降 

配偶者 

行政職給料表5級以下 13,000 10,000 6,500 6,500 6,500 

行政職給料表6級 13,000 10,000 6,500 3,500 3,500 

行政職給料表7級 13,000 10,000 6,500 3,500 （支給しない） 

子 6,500 8,000 10,000 10,000 10,000 

子（配偶者がいない場合） 11,000 10,000   10,000   10,000       10,000 

父母等 

行政職給料表5級以下 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

行政職給料表6級 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 

行政職給料表7級 6,500 6,500 6,500 3,500 （支給しない） 

配偶者がいない場合 11,000 9,000    6,500 
上記級の区分

に応じた額 
上記級の区分に応じた額 

 

・実施時期  平成２９年４月１日から 

 

議案第165号 
南相馬市立病院看護職員の平成２８年度特殊勤務手当の特例に関

する条例制定について 

【趣旨】 

福島県浜通り地方看護体制強化支援事業補助金を活用し、看護職員の特殊勤務手

当を支給するため、新たに条例を制定するもの。 
【主な内容】 

１ 制定の概要 

定める項目 条 内  容 

特殊勤務手当の

種類、額及び支

給対象職員 

第２条及

び第３条 

【看護体制強化支援手当】 

① 支給額 年26万6,000円の範囲内で市長が定める額 

② 支給対象職員 

平成29年3月31日時点において市立病院に勤務する看

護師、准看護師及び助産師（以下「看護職員」という。） 

【ふるさと就職支援手当】 

① 支給額 勤務１月につき7万1,300円 

② 支給対象職員 

平成25年4月1日以降に新たに採用した看護職員であっ

て、採用した月の前の月以前に市長が別に定める地域に

居住していたもの。 

※支給対象職員の要件を満たす職員のうち、無給休職者、停

職者、専従休職者、育児休業職員は対象外。 
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２ 施行日等 公布の日（平成２８年４月１日適用） 

３ 失効日 平成２９年３月３１日 

 

議案第166号 
督促手数料の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい

て 

【趣旨】 

督促手数料を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

【主な内容】 

１ 現状 

本市では、地方自治法第２３１条の３第２項に基づき、市税や諸収入金の督促手

数料を徴収しているが、国税・県税では徴収しておらず、また、県内１３市中９市

においてコンビニ収納導入等を契機に徴収していない状況にあるなど、督促手数料

の廃止は全国的な傾向となっている。 
  近年、納付通知書が届いていないなどとして督促手数料の納付を拒否し、それが

本税（料）の納付を巡るトラブルにまで発展して、対応に相当の時間を要するケー

ス等が発生している。 

  また、本税（料）と督促手数料双方の日々の収入・還付処理等の事務処理や金融

機関でも督促手数料の徴収漏れがないように確認を行うなどの窓口対応の負担が

発生している。 

 

２ 改正の概要 

  督促手数料に係る納付トラブルの防止及び徴収事務の効率化を図るため、次の条

例中に規定する督促手数料（１通１００円）の条項等を削るもの。 

  ① 南相馬市諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例 

  ② 南相馬市税条例 

  ③ 南相馬市介護保険条例 

  ④ 南相馬市育英資金貸付条例 

  ⑤ 南相馬市給水条例 

  ⑥ 南相馬市後期高齢者医療に関する条例 

 

３ 施行日 平成２９年４月１日 

（経過措置：施行日以降に発出した督促状に係る手数料は徴収しない。） 
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議案第167号 
南相馬市戸籍等の無料証明に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

【趣旨】 

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第１９条の規定に基づき、公安委員会又

は国外犯罪被害弔慰金等の支給申請者に対し、戸籍に関する証明を無料とするため、

必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 国外犯罪被害者弔慰金等の支給に関する法律の概要 

（１）経緯 

  従来、犯罪被害者への支援制度としては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯

罪被害者等の支援に関する法律に基づく制度があったが、本制度の支給対象者は国

内犯罪行為による被害者又はその遺族に限られていた。 

  国では、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた国民の遺族又は障害が残った国民

に対する弔慰金等の支給について必要な事項を定める必要があるとして「国外犯罪

被害弔慰金等の支給に関する法律」が制定（平成２８年６月７日公布、１１月３０

日施行）された。 

 

（２）支給額等 

  ①国外犯罪被害弔慰金の額 国外犯罪被害者１人当たり ２００万円 

  ②国外犯罪被害障害見舞金の額 国外犯罪被害者１人当たり １００万円 

 

（３）支給手続 

  弔慰金等の支給を受けようとする者は、都道府県公安委員会に申請し、裁定を受

ける。 

 

２ 改正概要 

  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第１９条において、「市町村長は、公安

委員会又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、市町村の条

例で定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明

を行うことができる。」と規定されていることから、条例第２６号に「国外犯罪被

害弔慰金等の支給に関する法律第１９条の規定に基づく証明」を加えるもの。 

   

３ 施行日 公布の日 

 

 

 

 



 
傍聴者用資料 

10 

議案第168号 
南相馬市原子力災害による被災者に対する市税の減免に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

原子力災害による被災者に対する平成２９年度の固定資産税及び軽自動車税の負

担軽減を図るため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

（１）固定資産税（第３条関係） 

①旧緊急時避難準備区域及びその他の区域（３０Ｋｍ圏外）の土地及び家屋 

（第３条第３号関係） 

  平成２８年度までは生活圏除染を行っているため２分の１減免としたが、除染

作業は平成２８年度で終了予定であることや、国の地価公示価格及び県の地価調

査結果では、当該区域の地価が震災前の価格まで回復していることから、通常課

税とすべきところ、平成２９年度は激変緩和のため４分の１の減免措置とするも

の。 

原子力災害による 
避 難 区 域 等 

２８年度 ２９年度 

旧緊急時避難準備区域 
2分の1 
減免 

4分の1 
減免 その他の区域 

（３０ｋｍ圏外） 

 

  ②７月１２日に解除となった避難指示区域内の土地及び家屋（第３条第４号関係） 

    この区域は、解除後３年間は地方税法により２分の１の減額課税となる。 

    一方、この区域は避難指示が５年以上継続していたため、解除となってもす

ぐに帰還できない状況もあることから、市独自の減免２分の１を本条例で定め

る。 

地方税法と市条例によりこの区域は、実質負担は無くなる。 

原子力災害による 
避 難 区 域 等 

２８年度 ２９年度 

７月１２日に解除となった
旧避難指示区域内 

地方税法によ
り課税免除 

２分の１減額
（地方税法） 

実質負担無し ２分の１減免
（市税減免条

例） 

 

③旧特定避難勧奨地点の土地及び家屋（第３条第３号・７号関係） 

   特定避難勧奨地点に指定されていた世帯の全員が避難している場合、居住の用

に供する家屋とその敷地に係る固定資産税を４分の３減免とするもの。なお、避

難していない場合は４分の１減免。 
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世帯全員の避難の有無 ２８年度 ２９年度 

有 全額減免 
4分の3 
減免 

無 
2分の1 
減免 

4分の1 
減免 

 

④償却資産（第３条第９号関係） 

   帰還困難区域、旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域で使用できない償

却資産を全額減免するもの。 

原子力災害による 

避 難 区 域 等 

使用又は 

使用見込み 
２８年度 ２９年度 

旧居住困難区域及

び旧避難指示解除

準備区域 

なし 減免 減免（市税減免条例） 

あり 課税 課税（地方税法） 

 

 ⑤避難指示に伴う荒廃家屋解体による住宅用地の特例（第３条第１０号関係） 

   地震・津波により滅失・損壊した住宅の敷地については、更地となった場合、

住宅用地とみなし、平成３３年度分までは住宅用地に対する課税標準の特例が適

用され税負担が軽減される。 

避難指示に伴う荒廃家屋解体の場合についても、建築需要の高まり等により解

除後直ちに建築出来ない状況であるため、地震・津波の場合と同様の減免を行う

もの。 

解体の要因 ２８年度 ２９年度 

地震・津波 地方税法による課税免除 減額（地方税法） 

避難指示に伴う荒廃 地方税法による課税免除 
減免 

（市税減免条例）） 

 

（２）軽自動車税（第５条関係） 

  平成２９年４月１日の賦課期日時点に、帰還困難区域内に放置された原動機付自

転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車に係る軽自動車税の減免を

平成２９年度においても適用させるもの。 

要 件 対象車両 ２８年度 ２９年度 

平成２９年４月

１日の賦課期日

時点に帰還困難

区域内に放置 

・原動機付自転車 

・軽自動車 

・小型特殊自動車 

・２輪の小型自動車 

減 免 減 免 

 

３ 施行日 公布の日 
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議案第169号 
南相馬市東日本大震災による津波被災者に対する固定資産税の減

免に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

平成２９年度の津波被災区域における固定資産税の負担軽減を図るため、必要な

改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

  平成２９年度の津波被災区域における固定資産税については、海岸防災林や県道

等の復旧が完了していない状況から、平成２８年度に引き続き、全額減免又は使用

状況を勘案して２分の１を減免とするもの。 

（１）平成２９年度全額減免の対象となる土地及び家屋の追加（第４条第５項関係）（下表…イ） 

  ①津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失し、又は損壊した区域

に所在する土地及び家屋 

  ②津波による浸水、土砂の流入等により区域の全部又は大部分の土地について

従前の使用ができなくなった区域に所在する土地及び家屋 

 

（２）平成２９年度２分の１減免の対象となる土地及び家屋の追加（第４条第６項関係） 

 ①平成２９年度において２分の１減免第二年度となるもの（下表…ロ） 

 ②平成２８年度において課税免除土地等（全額減免）であったもののうち、土

地又は家屋の使用状況、土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における

社会資本の復旧状況、市による役務の提供状況等を総合的に勘案し、平成２

９年度分の固定資産税額の２分の１を減免して課することが適当と認めるも

の。（下表…ハ） 

        【津波被災からの復旧状況による減免等一覧】 

    課税年度

復旧年 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

（未復旧） 全額減免 全額減免 全額減免…イ 

２６年 
２分の１減免 

（初年度） 

２分の１減免 

（第二年度） 

通常課税 

ただし、原子力災害による

４分の１減免適用 

２７年 全額減免 
２分の１減免 

（初年度） 

２分の１減免 

（第二年度）…ロ 

２８年 全額減免 全額減免 
２分の１減免 

（初年度）…ハ 

２ 施行日 公布の日 
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議案第170号 
南相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者 

負担額等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

子ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴い、低所得者の多子

世帯及びひとり親世帯等の利用者負担額等の軽減を図るため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

（１） 制度改正の概要 

国は、低所得世帯の多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担

の上限額に係る特例措置を拡充する等の措置を講ずる次の改正を行った。 

① 多子世帯の保育料負担軽減 

 年収３６０万円未満相当世帯について、現行制度では 

 ・１号認定子どもについては、小学校３年生まで 

 ・２号及び３号認定子どもについては、小学校就学前まで 

  とされている多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第２子半額、第３子以

降無償化を完全実施 

② ひとり親世帯等の保育料負担軽減 

 年収約３６０万円未満相当のひとり親世帯等への優遇措置を拡充として、 

第１子の保育料を半額、第２子以降の保育料を無償化 

※１号認定：３歳以上の子で幼稚園に通園する者 

          ２号認定：３歳以上の子で保育園に通園する者 

          ３号認定：３歳未満の子で保育園に通園する者 

 

 （２）本市の状況 

    本市は、平成２６年度から平成２９年度までの４年間、保育料等無料化を実

施しており、今般の国の制度改正に伴う影響は無い。 

しかし、原発避難者特例法指定市町村から本市に避難し、市内の教育・保育

施設等に入所している園児の保護者に制度改正による影響が出るため、制度改

正を盛り込む条例改正を行うもの。 
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 （３）改正概要 

   ① 多子世帯の保育料負担軽減 

     次の区分に応じて、利用者負担額を軽減するもの。 

     軽減内容：多子計算に係る年齢制限の撤廃 

          ２人目以降を無料 

区 分 該当世帯の基準及び軽減内容 

１号認定 

市民税非課税世帯、均等割額のみの世帯、所得割課税額

７７，１００円以下に該当する世帯（条例の別表第１

（１）利用者負担額徴収基準表の第２階層から第６階層

までの世帯）に係る利用者負担額について、生計を一に

する最年長の子どもから順に２人目以降の利用者負担

額を無料とするもの（備考６項関係）。 

２号認定 

３号認定 

市民税非課税世帯、均等割額のみの世帯、所得割課税額

５７，７００円未満に該当する世帯（条例の別表第１

（２）及び（３）利用者負担額徴収基準表の第２階層か

ら第４階層の一部までの世帯）に係る利用者負担額につ

いて、生計を一にする最年長の子どもから順に２人目以

降の利用者負担額を無料とするもの（備考第８関係）。 

     

   ② ひとり親世帯等の保育料負担軽減（備考第４項関係） 

市民税非課税世帯、均等割額のみの世帯、所得割課税額７７，１０１円未満

に該当する世帯で、ひとり親世帯や身体障害者手帳の交付を受けている者の属

する世帯等の利用者負担額を軽減するもの。 

軽減内容：多子計算に係る年齢制限を撤廃 

１人目を半額、２人目以降は無料 

【教育標準時間認定（１号認定）】 

階層区分（所得割課税額） 改正後 改正前 

第２階層（市民税非課税世帯）     ０円 ０円 

第３階層（均等割額のみの世帯） ０円 ２，５００円 

第４階層（40，000円以下） １，７５０円 ― 

第５階層（40,001円以上60,000円以下） ２，９００円 ― 

第６階層（60,001円以上77,101円未満） ４，０００円 ― 
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【保育認定（３歳児以上・２号認定）】 

階層区分 

（所得割課税額） 

改正後 改正前 

保育標準 

時間 

保育短時

間 

保育標準 

時間 

保育短時

間 

第２階層 非課税世帯 0 0 0 0 

第３階層 均等割額世帯 4,050円 3,950円 8,100円 7,900円 

第４階層 

（48,600円未満） 5,600円 5,500円 ― ― 

（48,600円以上

61,000円未満） 
6,100円 6,000円 ― ― 

第５階層 
61,000円以上

73,000円未満） 
8,750円 8,600円 ― ― 

第６階層 
（73,000円以上

77,101円未満） 
10,800円 10,600円 ― ― 

 

【保育認定（３歳児未満・３号認定）】 

階層区分 

（所得割課税額） 

改正後 改正前 

保育標準 

時間 

保育短時

間 

保育標準 

時間 

保育短時

間 

第２階層 非課税世帯 0 0 0 0 

第３階層 均等割額世帯 6,200円 6,050円 12,400円 12,100円 

第４階層 

（48,600円未満） 7,300円 7,150円 ― ― 

（48,600円以上

61,000円未満） 
7,800円 7,650円 ― ― 

第５階層 
61,000円以上

73,000円未満） 
10,650円 10,450円 ― ― 

第６階層 
（73,000円以上

77,101円未満） 
12,000円 11,750円 ― ― 

 

２ 施行日 公布の日（平成２８年４月１日適用） 
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議案第171号 
南相馬市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制

定について 

【趣旨】 

総合病院に整備する脳卒中センターの個室に室料差額を設定するため、必要な改

正を行うもの。 
【主な内容】 

１ 改正の概要 

病室区分 
室料差額 

（１日） 
設備・面積 

１床室１ 

（個室・１９室） 

６，０００円 

（税込6,480円） 

設備：トイレ、シャワー、テレビ、冷蔵庫、椅子、

テーブル、キャスター付きキャビネット 

面積：１５．４㎡ 

１床室２ 

（個室・５室） 

５，０００円 

（税込5,400円） 

設備：トイレ、テレビ、冷蔵庫、椅子、テーブル、

キャスター付きキャビネット 

面積：１５．４㎡ 

 

２ 施行日 平成２９年２月１日 
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≪補正予算関係≫  

議案第172号 

 

議案第173号 

 

議案第174号 

 

議案第175号 

 

議案第176号 

 

 

議案第177号 

 

 

議案第178号 

 

議案第179号 

 

議案第180号 

 

議案第181号 

 

議案第182号 

平成２８年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市簡易水道事業特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計補

正予算について 

 

平成２８年度南相馬市農業集落排水事業特別会計補正予算につい

て 

 

平成２８年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市水道事業会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市病院事業会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市工業用水道事業会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市下水道事業会計補正予算について 
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≪その他≫ 

議案第183号 財産の取得について 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入 

取得する動産及び

数量 

トラクターほか５４台 

（購入品明細書は別紙のとおりＰ２４～Ｐ２７） 

取 得 金 額 １６０，５４２，０００円 

取 得 の 方 法 指名競争入札による買入れ 

納 期 契約締結日から平成２９年３月２４日まで 

取 得 の 相 手 方 
南相馬市原町区高見町一丁目１２３番地の３ 
株式会社南東北クボタ 原町営業所  

 

 

議案第184号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
かしま交流センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

かしま交流センター 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市鹿島区御山字鍵取３２番地 
  名称 特定非営利活動法人かしま元気スポーツクラブ 
  代表者の氏名 理事長 但野 裕 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第185号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
真野交流センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

真野交流センター 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市原町区本町一丁目３１番地 四ツ葉ビル１Ｆ 
  名称 認定特定非営利活動法人フロンティア南相馬  
  代表者の氏名 代表理事 草野 良太 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
 

議案第186号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
原町斎場の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

原町斎場 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市原町区金沢字荒次郎２８３番地の１ 
  名称 株式会社 相双環境整備センター 
  代表者の氏名 代表取締役 佐藤 光正 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第187号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
南相馬市サービスエリア利活用拠点施設の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市原町区高見町二丁目３０番地の１ 
  名称 株式会社野馬追の里 
  代表者の氏名 代表取締役 伊藤 博人 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
 

議案第188号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
南相馬市水産業共同利用施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

南相馬市水産業共同利用施設（漁船保全修理施設、作業保管（漁具倉庫）施設、

作業保管（作業場）施設、水産物鮮度保持施設、水産物荷さばき施設） 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 福島県相馬市尾浜字追川１９６番地 
  名称 相馬双葉漁業協同組合 
  代表者の氏名 代表理事組合長 佐藤 弘行 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第189号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
南相馬市パークゴルフ場の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

南相馬市パークゴルフ場 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市鹿島区御山字鍵取３２番地 
  名称 特定非営利活動法人かしま元気スポーツクラブ 
  代表者の氏名 理事長 但野 裕 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
 

議案第190号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

【趣旨】 
南相馬屋内市民プールの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 施設の名称 

南相馬屋内市民プール 

２ 指定管理者の住所、名称及び代表者の氏名 

住所 南相馬市原町区本町一丁目３１番地 四ツ葉ビル１Ｆ 
  名称 認定特定非営利活動法人フロンティア南相馬 
  代表者の氏名 代表理事 草野 良太 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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報告第１６号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
 
【専決第２１号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年１１月１６日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    ４６，４４０円 
     うち保険等により補てんされる額  ４６，４４０円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２８年６月９日午後２時頃､原町区本町二丁目２７番地内の市役所西庁舎

２階北側にある階段踊り場において、相手方が西庁舎２階の執務室から退出した

際に、踊り場の壁に立て掛けてあったスチール製工作物（１８０㎝×１８㎝）が

倒れ、相手方の顔に当たり、メガネを損傷させるとともに、右目脇を傷つけたも

の。 
相手方は、公務で本市に出張してのけがであることから身体に係る対応は、公

務災害補償によるものとし、本市は、物損（メガネ）額を賠償するもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立

て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
 
【専決第２２号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年１１月１６日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    １１８，８００円 
     うち保険等により補てんされる額       ０円 
     市が自ら負担する額       １１８，８００円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２８年９月２５日､小高区関場一丁目７０番地の小高商業高校校庭内で実

施した南相馬市総合防災訓練において、相手方から借用したテーブル５５台を返

却する際に、テーブルの天板と天板を組み合わせて作業するところを、一部のテ

ーブルについてテーブルの天板とテーブルの脚とを組み合わせて作業したため、

５台のテーブルの天板にへこみが生じ、損害を与えたもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立
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て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
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                           別紙 

議案第１８３号 財産の取得について 

被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入 明細書総括 

用 途 機 種 台 数 

農用トラクター トラクター ７台 

耕土改良・造成用機械 

（アタッチメント） 
溝堀機、表土均平機 ３台 

耕うん用機械 

（アタッチメント） 
ロータリー ６台 

砕土整地用機械 

（アタッチメント） 
代かきハロー、あぜ塗り機 ２台 

施肥・播種用機械 

（アタッチメント等） 
ブロードキャスター、直播機 ８台 

移植・育苗用機械 田植機 ６台 

移植・育苗用関連機器 
育苗用播種機、 

湛水直播用粉衣・調整関連機器等 
７台 

栽培管理用機械 
乗用管理機、法面草刈機、 

カルチベーター等 
６台 

防除用機械 動力噴霧機 ５台 

飼料生産用機械、施設 

（アタッチメント） 

デッタレーキ、ヘイベーラー、 

ベールラッパー 
３台 

その他 

（アタッチメント） 
フロントローダー、汎用トレーラー ２台 

合 計 ５５台 
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別紙 

議案第１８３号 財産の取得について 

被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入 明細書 

機  種 型  式  等 数量 

トラクター 株式会社クボタ 
ＳＬ５４ＨＣＱＭＡＮＳＷＦ

２Ｃ  
1 

トラクター 株式会社クボタ ＳＬ５４ＨＣＱＭＡＮＷＴＰ 1 

トラクター 株式会社クボタ ＭＲ７７ＱＭＡＸＷＵＲ２ 1 

トラクター 株式会社クボタ ＭＲ８７ＱＭＡＸＷＵＲ２ 1 

トラクター 株式会社クボタ ＭＲ９７ＱＭＡＸＷＵＰＣ３ 1 

トラクター ヤンマー株式会社 ＹＴ４６３ＹＵＱＲ２ 1 

トラクター ヤンマー株式会社 ＹＴ５１０１ＹＵＱＲ８ 1 

溝堀機 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＲＤ２５２ 1 

表土均平機 

（アタッチメント） 
スガノ農機株式会社 ＬＬ４０００ 1 

表土均平機 

（アタッチメント） 
スガノ農機株式会社 ＬＬ５０００ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
小橋工業株式会社 ＦＴＦ２２１Ｔ－４ＳＡ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
小橋工業株式会社 ＦＴＶ２４０Ｔ－４Ｌ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
株式会社クボタ ＲＭ２２Ｓ－ＬＣ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＬＸＲ２４１０－４Ｌ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＭＸＲ２２１０－４Ｌ 1 

ロータリー 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＤＸＲ２６１０－４Ｌ 1 
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機  種 型  式  等 数量 

代かきハロー 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＷＬＤ６０１０ＮＷ－ＯＬ 1 

あぜ塗り機 

（アタッチメント） 
小橋工業株式会社 ＸＲＶ８７０Ｔ－ОＬ 1 

ブロードキャスター 

（アタッチメント） 
株式会社ＩＨＩスター ＭＢＣ４５１ＰＫ 1 

ブロードキャスター 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＭＣ６０８Ｅ－ОＬ 1 

ブロードキャスター 

（アタッチメント） 
松山株式会社 ＭＰ６０５ 1 

直播機 

（アタッチメント） 
株式会社クボタ ＮＤＳ-６０Ｆ 1 

直播機 

（アタッチメント） 
株式会社クボタ ＮＤＳ-８０Ｆ 2 

直播機 

（アタッチメント） 
ヤンマー株式会社 ＳＴ６ＧＦ 1 

直播機 

（アタッチメント） 
ヤンマー株式会社 ＳＴ８Ｇ 1 

田植機 株式会社クボタ ＺＰ－６７Ｔ５Ｆ－Ｒ 1 

田植機 株式会社クボタ ＥＰ８Ｄ－Ｆ－ＧＳ 3 

田植機 ヤンマー株式会社 ＲＧ６ＸＸＵ－ＺＦ 1 

田植機 ヤンマー株式会社 ＹＲ８ＤＸＵＹ－ＺＦ 1 

育苗用播種機（電動式） 株式会社スズテック ＴＨＫ４００９Ｂ 1 

育苗用催芽機（器） 
株式会社タイガーカワ

シマ 
ＹＳ－５００Ｐ 1 

湛水直播用粉衣・調整関

連機器 
株式会社クボタ ＴＣ４０ 4 

鉄コーティング酸化装

置 
株式会社クボタ ＨＦＤ１００ 1 
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機  種 型  式  等 数量 

乗用管理機 井関農機株式会社 
ＪＫＢ２３ＳＨＰ５ＷＢ４Ｇ

Ｖ 
1 

カルチベーター 

（アタッチメント） 
日農機製工株式会社 ＮＳＫ－３ 1 

高精度畑用中耕除草機

（アタッチメント） 
小橋工業株式会社 ＤＣ３０１Ｔ－４Ｓ 1 

法面草刈機（スライドモ

ア）（アタッチメント） 
松山株式会社 ＴＤＣ１４００－４Ｓ 1 

法面草刈機（スライドモ

ア）（アタッチメント） 
株式会社タカキタ ＺＭＴＥ１８００ 1 

法面草刈機（スライドモ

ア）（アタッチメント） 
株式会社タカキタ ＺＭＴＥ２０００ 1 

動力噴霧機 株式会社丸山製作所 ＢＳＡ－６５０ＣＣＧ６－１ 1 

動力噴霧機 株式会社丸山製作所 ＢＳＡ－６５０ＣＥＧ６－１ 1 

動力噴霧機 株式会社丸山製作所 ＢＳＡ－６５０ＣＥ 2 

動力噴霧機 株式会社やまびこ ＲＶ６０ＹＷ/９５-１０ 1 

デッタレーキ 

（アタッチメント） 
株式会社ＩＨＩスター ＭＧＨ－３１００ 1 

ヘイベーラー（ラウンド

ベーラー）（アタッチメ

ント） 

株式会社ＩＨＩスター ＴＶＲ２３００ＷＮＴ 1 

ベールラッパー 

（アタッチメント） 
株式会社タカキタ ＷＭ１２７１Ａ 1 

フロントローダー 

（アタッチメント） 
ヤンマー株式会社 ＦＬ５１１３ＰＣ ＦＬＤＡ 1 

汎用トレーラー 

（アタッチメント） 
株式会社ＩＨＩスター ＴＭＴ８０３０Ｂ 1 

合       計 ５５ 

 

 


